
〔
一審
判
決
〕
平
成
一
七
年
一
一
月

一
日

静
岡
地
方
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
を
い
い
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営

造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
自
転
車
走
行
中
、
十
分
な
幅
員

が
確
保
さ
れ
た
歩
道
脇
の
無
雲
血の
側
溝
に
転
落
し
た
原
告

が
、
道
路
管
理
者
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基

づ
き
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
道
路

の
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
お
け
る

判
断
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

‐三 ′, .
　

　
　 　 　

一

事
案
の
概
要
篝

1

請
求

被
告
は
、
原
告
に
対
し
二
、
六
〇
六
万
円
及
び
こ
れ
に

対
す
る
本
件
事
故
の
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割

合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

2

事
案
の
概
要

本
件
は
、
原
告
が
自
転
車
走
行
中
、
被
告
が
管
理
す
る

道
路
の
無
蓋
の
側
溝
に
転
落
し
怪
我
を
し
た
と
主
張
し

て
、
被
告
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
損

害
賠
償
金
の
支
払
と
こ
れ
に
対
す
る
事
故
の
日
か
ら
民
法

所
定
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め

た
事
案
で
あ
る
。

の

争
い
の
な
い
事
実

①

静
岡
県
藤
枝
市
小
石
川
町
県
道
藤
枝
大
井
川
線

(以
下

｢本
件
県
道
｣
と
い
う
。)
の
東
側
歩
道
脇
側

溝

(以
下

｢本
件
事
故
現
場
｣
と
い
う
。)
は
、
被

告
が
管
理
す
る
。

②

原
告
は
、
平
成

三
一年
三
月
五
日
午
後
八
時

一

〇
分
こ
ろ
、
自
転
車
を
運
転
し
て
本
件
事
故
現
場

を
南
か
ら
北
に
進
行
中
、
蓋
が
破
損
し
取
り
外
さ

れ
た
状
態
の
無
蓋
の
側
溝
部
分
に
転
落
し
、
顎
を

前
方
の
蓋
に
衝
突
さ
せ
、
下
顎
骨
骨
折
、
オ
ト
ガ

イ
、
下
唇
裂
傷
、
歯
牙
脱
臼
の
傷
害
を
負
っ
た

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
)。

③

原
告
は
、
上
記
傷
害
の
治
療
の
た
め
、
平
成

一

二
年
三
月
五
日
か
ら
同
年
四
月

一
七
日
ま
で
、
平

狙

　

　

成

一
四
年
二
月
二
五
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で

2

そ
れ
ぞ
れ
藤
枝
市
立
病
院
口
腔
外
科
に
入
院
し
、

セ行

平
成

三
一年
四
月

一
人
日
か
ら
平
成
一
五
年
五
月

道

一
四
日
ま
で

(実
通
院
日
数
五
〇
日
)
同
病
院
に

46

冊
分
な
幅
員
が
確
保
さ
れ
た
歩
道
脇
の
無
蓋
の
側
溝
に
縮
げ
る

自
転
車
転
落
事
故
で
道
路
管
理
の
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

-
静
岡
県
道
自
転
車
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



通
院
し
、
平
成
一
四
年
三
月
二
〇
日
か
ら
同
年
九
月

一
三
日
ま
で

(実
通
院
日
数
一
九
日
)
歯
科
医
院
に

通
院
し
た
。

二

主
な
争
点
と
当
事
者
の
主
張

1

主
な
争
点

争
点
ー

被
告
に
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
を
鐙
雲
皿の
ま

ま
放
置
し
た
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
か
。

争
点
2

原
告
に
過
失
が
あ
る
か
。
過
失
相
殺
の
割
合
は

ど
の
程
度
か
。

2

当
事
者
の
主
張

獨

争
点
ー

被
告
に
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
を
無
蓋

の
ま
ま
放
置
し
た
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
か
。

①

原
告
の
主
張

本
件
県
道
に
は
、
幅
昌
三

･
五
m
の
歩
道
が
設
置

さ
れ
て
お
り
、
側
溝
部
分
を
含
め
歩
行
者
の
通
行
や

自
転
車
に
よ
る
通
行
が
可
能
で
あ
る
。
自
転
車
が
歩

道
を
走
行
す
る
こ
と
は
、
歩
行
者
の
通
行
に
危
険
を

及
ぼ
す
よ
う
な
走
行
を
し
な
い
限
り
、
事
実
上
の
規

範
と
し
て
広
く
社
会
的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、

自
転
車
や
歩
行
者
が
側
溝
上
を
通
行
す
る
こ
と
も
当

然
に
予
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
県
道
の
管

理
者
で
あ
る
被
告
は
、
こ
の
よ
う
な
側
溝
上
を
走
行

す
る
自
転
車
や
歩
行
者
が
あ
る
こ
と
を
予
測
し
て
、

危
険
が
及
ば
な
い
よ
う
側
溝
に
蓋
を
し
、あ
る
い
は
、

転
落
防
止
の
た
め
の
防
護
柵
を
設
置
す
る
等
の
適
切

な
管
理
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

被
告
は
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
が
無
害
風の
ま
ま

で
あ
る
こ
と
を
放
置
し
、
何
ら
の
転
落
防
止
の
た
め

の
措
置
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
管
理
の
瑕
疵
が

あ
る
。

②

被
告
の
反
論

本
件
県
道
は
、
一
車
線
の
幅
員
二
･
八
m
の
片
側

一
車
線
の
道
路
で
あ
り
、
自
動
車
走
行
上
、
十
分
な

幅
員
の
あ
る
道
路
で
あ
る
。
本
件
県
道
に
は
両
側
に

歩
道
が
あ
り
、
東
側
歩
道
の
幅
員
は
二
･
五
m
で
あ

り
、
歩
行
者
の
み
な
ら
ず
自
転
車
で
走
行
す
る
に
も

十
分
な
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
歩
行
者
や
自
転

車
は
、
通
常
こ
の
歩
道
を
通
行
し
て
い
る
。
本
件
事

故
現
場
は
、
こ
の
歩
道
の
脇
に
あ
る
幅
約
七
0
m
の

側
溝
部
分
で
あ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
こ
の
側
溝
は
、

も
っ
ぱ
ら
雨
水
等
の
排
水
を
目
的
と
し
、
歩
道
の
幅

員
確
保
の
た
め
に
側
溝
上
を
歩
行
者
や
自
転
車
が
通

行
す
る
こ
と
を
本
来
予
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
側
溝
を
自
転
車
で
走
行

す
る
こ
と
は
、
本
来
の
用
法
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
原
告
は
、
道
路
交
通
法
-
七
条
、
一
人

条
に
違
反
し
て
歩
道
脇
の
側
溝
側
端
を
走
行
し
た
。

本
件
事
故
現
場
は
、側
溝
の
西
側
に
電
柱
が
あ
り
、

東
側
に
フ
ェ
ン
ス
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
間
わ

ず
か
八
三
m
程
度
の
隙
間
し
か
な
か
っ
た
。し
か
も
、

本
件
事
故
現
場
南
側
手
前
の
側
溝
上
に
は
、
隣
家
の

備
品
等
が
置
か
れ
、
事
実
上
も
側
溝
上
を
歩
行
者
や

自
転
車
が
通
行
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の

必
要
性
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
十
分
走

行
す
る
こ
と
が
可
能
な
歩
道
が
あ
る
の
に
、
上
記
の

電
柱
と
フ
ェ
ン
ス
の
隙
間
を
自
転
車
で
す
り
抜
け
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
と
お
り
こ
の
よ

う
な
走
行
を
す
る
必
要
性
は
な
ん
ら
な
く
、
常
識
的

に
は
考
え
ら
れ
な
い
走
行
を
し
た
。

本
件
事
故
現
場
に
は
、
電
柱
に
街
灯
が
設
置
さ
れ

て
お
り
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
県
道
に
は
相
当
量
の

通
行
車
両
が
あ
り
、
そ
の
ラ
イ
ト
等
に
よ
っ
て
、
本
件

事
故
現
場
の
状
況
が
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の

明
る
さ
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
本
件
事
故

現
場
の
側
溝
に
蓋
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
、

比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
、
原
告
が
本
件
事
故
を
回

避
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
。
我
が
国
の
現

在
の
道
路
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
市
街
化
区
域
内
の
舗
装

道
路
で
も
無
蓋
側
溝
や
一
部
部
分
だ
け
有
蓋
の
側
溝
は

珍
し
く
な
く
、
側
溝
上
を
自
転
車
で
通
行
す
る
原
告
と

し
て
は
、
蓋
の
有
無
を
注
視
し
て
連
行
上
の
安
全
を
確

認
し
な
が
ら
通
行
す
べ
き
で
あ
る
。

被
告
は
、
本
件
事
故
現
場
に
お
い
て
、
従
前
同
様

の
事
故
が
あ
っ
た
と
の
報
告
を
受
け
て
い
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
に
蓋
が

な
く
、
ま
た
、
転
落
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
な
か
っ

道イテセ 2006.



た
こ
と
は
、
何
ら
瑕
疵
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
。

自
転
車
で
通
行
す
る
者
は
、
通
常
、
側
溝
の
有
蓋

は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安

②

争
点
2

原
告
に
過
失
が
あ
る
か
。
過
失
相
殺
の
割

部
分
が
続
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
-

も

淺
と

;

生

＼

｢

シ

刈
升
こ
ノ
L

合
は
ど
の
程
度
か
。

①

被
告
の
主
張

原
告
の
走
行
は
、道
路
交
通
法
に
違
反
す
る
こ
と
、

原
告
は
、
何
ら
の
必
要
性
が
な
く
、
常
識
的
に
は
考

え
ら
れ
な
い
側
溝
上
の
わ
ず
か
な
隙
間
を
す
り
抜
け

よ
う
と
し
た
こ
と
、
原
告
が
本
件
事
故
現
場
の
側
溝

に
蓋
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易

で
あ
っ
た
こ
と
、
わ
が
国
の
現
在
の
道
路
事
情
に
照

ら
せ
ば
、
原
告
は
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
側
溝
を

通
行
す
る
に
当
た
り
、
蓋
の
有
無
を
注
視
し
連
行
上

の
安
全
を
確
認
し
な
が
ら
通
行
す
べ
き
で
あ
る
の
に

こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
、以
上
の
原
告
の
過
失
が
あ
り
、

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
九

割
の
過
失
相
殺
を
す
べ
き
で
あ
る
。

②

原
告
の
反
論

自
転
車
が
歩
道
を
走
行
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
の

規
範
と
し
て
広
く
社
会
的
に
容
認
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
直
ち
に
違
法
視
す
べ
き
で
は
な
い
。

原
告
は
、
自
然
に
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
を
通
行

し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件

事
故
現
場
付
近
の
歩
道
に
は
歩
行
者
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
歩
道
や
側
溝
を
通
行
し
た
こ

と
は
、
な
ん
ら
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
く
、
原
告
に
過
失
は
な
い
。

部
分
が
続
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
先
も
有
蓋
と
考
え
る

の
が
普
通
で
あ
り
、
原
告
も
こ
の
よ
う
に
考
え
て
走

行
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
非
難
さ
れ
る
い
わ

れ
は
な
い
。
被
告
が
転
落
防
止
措
置
を
施
す
こ
と
は

簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
事
故
現
場
付
近
は
、
夜
間
で
暗
く
、

ま
し
て
や
、
原
告
は
、
霊
婁
皿部
分
が
あ
る
と
は
予
測

し
て
い
な
い
か
ら
、
事
前
に
無
篝
血部
分
を
発
見
す
る

こ
と
は
、
困
難
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
側
溝
、
本
件
事
故
現
場
の
よ
う
に
電
柱
と

フ
ェ
ン
ス
に
は
さ
ま
れ
た
側
溝
で
あ
っ
て
も
、
自
転

車
や
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
転
落

防
止
等
の
措
置
を
と
る
の
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
被

告
の
基
本
的
義
務
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
被
告
の
過
失
相
殺
の
主
張
は
、

理
由
が
な
い
。

三

主
な
争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
七
〇
〇
万
円
及
び
こ
れ
に
対

す
る
本
件
事
故
の
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割
合

に
よ
る
金
員
を
支
払
え

ー

管
理
の
瑕
疵
の
有
無
に
つ
い
て

(争
点
1
)

①
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う
営
造
物
の
設
置
又

全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
こ
の
判
断
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
営
造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的

環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し

て
具
体
的
、
個
別
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

②
前
記
争
い
の
な
い
事
実
等
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
事

実
が
認
め
ら
れ
る
。

ア

本
件
県
道
は
、本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
い
て
、

ほ
ぼ
南
北
に
走
る
一
車
線
の
幅
員
約
二
･
八
m
の

片
側
一
車
線
の
道
路
で
あ
り
、
自
動
車
が
走
行
す

る
上
で
十
分
な
幅
員
の
あ
る
道
路
で
あ
る
。

本
件
県
道
の
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
両
側

に
歩
道
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
東
側
歩
道
の
幅
員
は
、

約
二
･
二
五
m
(緑
石
車
道
側
か
ら
の
距
離
)
で

あ
り
、
歩
行
者
の
み
な
ら
ず
自
転
車
で
走
行
す
る

に
も
十
分
な
幅
員
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歩

道
の
東
側
に
有
蓋
の
側
溝
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

上
記
歩
道
と
側
溝
の
蓋

(コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
)
と

は
、
ほ
と
ん
ど
高
低
差
が
な
い
。
本
件
県
道
、
上

記
歩
道
及
び
側
溝
は
、
本
件
事
故
現
場
付
近
で
は

ほ
ぼ
直
線
で
あ
る
。
本
件
事
故
現
場
付
近
は
、
市

街
地
で
あ
る
。

自
転
車
が
こ
の
歩
道
を
通
行
す
る
場
合
、
通
常

側
溝
部
分
で
は
な
く
、
こ
の
歩
道
部
分
を
通
行
し

て
い
る
。
本
件
事
故
現
場
は
、
こ
の
歩
道
の
東
側

48 道行セ 2006.=



脇
に
あ
る
側
溝
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
側
溝
部
分

は
、
幅
約
七
0
m
、
深
さ
約
七
〇
皿
で
あ
り
、
本

件
事
故
当
時
、
本
来
あ
る
べ
き
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

の
蓋
一
個

(約
五
〇
皿
×
約
七
〇
皿
の
大
き
さ
の

も
の
)
が
損
壊
し
存
在
し
な
か
っ
た
。

本
件
事
故
現
場
は
、
側
溝
の
西
側
に
電
柱
が
あ

り
、
東
側
に
フ
ェ
ン
ス
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
そ

の
間
わ
ず
か
約
八
三
m
程
度
の
隙
間
し
か
な
か
っ

た
。
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
街
灯
が
設
置
さ

れ
て
い
た
。

イ

原
告
は
、
平
成
三

年
三
月
五
日
夜
、
自
転
車

で
自
宅
か
ら
カ
ラ
オ
ケ
に
行
く
途
中
、
本
件
事
故

現
場
付
近
で
ス
ナ
ッ
ク
を
営
む
知
人
を
見
舞
う
た

め
、本
件
事
故
現
場
手
前
で
本
件
県
道
を
横
断
し
、

そ
の
東
側
の
歩
道

･
側
溝
を
南
か
ら
北
に
向
か
っ

て
走
行
し
、
本
件
事
故
現
場
の
直
前
で
は
、
側
溝

を
通
行
し
て
い
た
が
、
同
日
午
後
八
時
一
〇
分
こ

ろ
、
前
記
電
柱
と
フ
ェ
ン
ス
で
は
さ
ま
れ
た
側
溝

を
通
り
抜
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
事
故
現

場
で
側
溝
の
蓋
が
な
か
っ
た
た
め
、
側
溝
に
転
落

し
た
。

ウ

本
件
事
故
現
場
で
、
本
件
事
故
以
前
に
転
落
事

故
が
発
生
し
た
こ
と
は
、
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

③
以
上
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
県
道
脇

に
存
在
す
る
有
蓋
側
溝
は
、
本
来
雨
水
等
の
排
水
を

目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
転
車

が
走
行
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
本
件

事
故
現
場
付
近
は
、
十
分
な
幅
員
の
歩
道
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
自
転
車
が
こ
の
歩
道
を
走
行
す
る
こ
と

に
支
障
が
な
く
、
特
に
本
件
事
故
当
時
、
歩
道
に
歩

行
者
は
な
く
、
原
告
が
歩
道
を
走
行
す
る
こ
と
に
何

ら
支
障
が
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
本
件
事
故
現
場
は
、

わ
ず
か
約
八
三
m
の
隙
間
部
分
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
側
溝
は
、
歩
道
に
接
し
、

こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
高
低
差
が
な
い
こ
と
、
以
上
認
定

の
こ
の
側
溝
の
位
置
、
構
造
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
側

溝
上
を
歩
行
者
は
も
ち
ろ
ん
、
自
転
車
が
通
行
す
る

に
格
別
の
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

(本
件

事
故
現
場
手
前
の
側
溝
上
に
備
品
等
が
置
か
れ
て
い

た
と
し
て
も
、そ
れ
は
側
溝
上
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、

本
件
事
故
現
場
付
近
の
側
溝
上
を
自
転
車
が
通
行
す

る
支
障
と
な
る
も
の
で
は
な
い
)、
歩
道
脇
に
設
置

さ
れ
た
有
蓋
の
側
溝
上
を
自
転
車
が
走
行
す
る
こ
と

は
、
経
験
上
あ
り
う
る
こ
と
、
自
転
車
が
道
路
交
通

法
の
規
定
に
違
反
し
て
歩
道
の
右
側
端
を
走
行
す
る

こ
と
も
、
経
験
上
あ
り
う
る
こ
と
、
以
上
の
諸
事
実

を
総
合
考
慮
す
る
と
、
上
記
有
蓋
側
溝
上
を
自
転
車

が
通
行
す
る
こ
と
は
、
通
常
予
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。な
お
、

本
件
事
故
前
に
本
件
事
故
現
場
で
転
落
事
故
が
発
生

し
た
と
の
報
告
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
何
ら
前

記
の
認
定
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
本
件
事
故
現
場
は
、
有
蓋
側
溝
の
う
ち
、

蓋
が
一
個
だ
け
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
街
灯
が
あ
り
、
ま

た
、
原
告
が
運
転
し
て
い
た
自
転
車
等
の
照
明
も
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
本
件
事
故
現
場
の
側
溝
に
蓋
が
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存
在
し
な
い
こ
と
を
容
易
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
程
度
の
明
る
さ
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
を
も
考
慮
す
る
と
、
自
転
車
で
本
件
事
故
現
場
付

近
の
側
溝
を
通
行
す
れ
ば
、
蓋
が
存
在
し
な
い
側
溝

部
分
に
転
落
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
現

場
の
側
溝
に
蓋
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の

通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

④
以
上
に
よ
る
と
、
前
記
側
溝
に
は
管
理
の
瑕
疵
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
、
被
告
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
一

項
に
基
づ
き
、
本
件
事
故
に
よ
っ
て
原
告
が
被
っ
た

損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
。

2

過
失
相
殺
の
可
否
･
程
度
に
つ
い
て

(争
点
2
)

①
前
記
認
定
の
と
お
り
、本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、

車
道
の
ほ
か
幅
員
約
二
･
二
五
m
の
歩
道
が
あ
り
、

こ
の
歩
道
は
、
自
転
車
で
通
行
す
る
に
十
分
な
幅
員

が
あ
る
こ
と
、
自
転
車
で
歩
道
を
通
行
す
る
場
合
、

通
常
こ
の
歩
道
部
分
を
通
行
し
、
歩
道
に
接
す
る
側

溝
部
分
を
通
行
し
な
い
こ
と
、
本
件
事
故
当
時
、
原



告
が
こ
の
歩
道
を
自
転
車
で
通
行
す
る
に
何
ら
支
障

し
た
が
っ
て
、
原
告
の
本
訴
請
求
は
、
上
記
の
限
度
で

は
な
か
っ
た
こ
と
、
側
溝
部
分
は
、
幅
約
七
〇
皿
に

す
ぎ
ず
、
有
蓋
の
構
造
で
あ
る
こ
と
、
特
に
、
本
件

事
故
現
場
は
、
電
柱
と
フ
ェ
ン
ス
に
挟
ま
れ
た
約
八

三
皿
の
間
隔
し
か
な
い
こ
と
、
原
告
が
こ
の
側
溝
部

分
を
通
行
し
た
の
は
、
ひ
っ
た
く
り
被
害
に
あ
わ
な

い
た
め
、
車
道
か
ら
一
番
遠
く
を
走
行
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
歩
道
と
側
溝
の
状

況
か
ら
す
れ
ば
、
ひ
っ
た
く
り
被
害
に
あ
わ
な
い
た

め
で
あ
っ
て
も
、
歩
道
を
通
行
す
れ
ば
足
り
、
側
溝

上
を
通
行
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
こ
と
、
原
告
が
側

溝
上
を
通
行
し
た
こ
と
が
本
件
事
故
の
発
生
に
寄
与

し
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
点
を
総
合
す
る
と
、
原
告

が
側
溝
上
を
自
転
車
で
通
行
し
た
こ
と
は
、
本
件
損

害
賠
償
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
過
失
相
殺
を
す

べ
き
事
由
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

②
前
記
認
定
の
瑕
疵
の
内
容
等
と
原
告
の
上
記
過
失

を
比
較
す
る
と
、
原
告
の
損
害
額
か
ら
四
割
を
控
除

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

理
由
が
あ
り
、
そ
の
余
は
理
由
が
な
い
か
ら
、
主
文
の
と

お
り
判
決
す
る
。

4

結
論

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
国
家
賠
償

法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
金

と
し
て
、
七
七
〇
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
本
件
事
故
の

日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ

る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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当事者の主張及び裁判所の判断のポイント

原告の主張 被告の主張 裁判所の判断

争点
1

･ 県道の管理者である被告は、側溝
上を走行する自転車や歩行者がある
ことを予測して、 危険が及ばないよ

う側溝に藤をし、 あるいは、 転落防

止のための防護柵を設置する等の適
切な管理をするべき

･ 側溝は、 もっぱら雨水等の排水を
目的とし、 歩道の幅員確保のために

側溝上を歩行者や自転車が通行する
ことを本来予定しておらず、 側溝を
自転車で走行することは、 本来の用
法に基づくものではない。

･ 道路交通法17条、 選条に違反して
歩道脇の側溝側端を走行した。

･ 十分走行することが可能な歩道が
あるのに、 電柱とフェンスの隙間を

自転車ですり抜けようとしたもので
あるが、 常識的には考えられない走

行
･ 状況が確認することができる程度

の明るさがあり、 側溝に叢がないこ
とを確認することは、 比較的容易

･ 無蓋側溝や一部部分だけ右麓の側
溝は珍しくなく、側溝上を自転車で
通行する原告としては、 商の有無を
注視して運行上の安全を確認しなが

ら通行すべき

･ 側溝上を歩行者はもちろん、自転
車が通行するに格別の支障がない

甥 歩道脇に設置された有産の側溝上
を自転車が走行することは、経験上
ありうる

･ 自転車が道路交通法の規定に違反
して歩道の右側端を走行することも、
経験上ありうる

↓ (考慮)
◎上記右蓋側溝上を自転車が通行する

ことは、 通常予測することができる

･ 事故現場は、有蓋側溝のうち、蓋
が 1個だけ存在しなかった

･ 事故現場の側溝に淺が存在しない
ことを容易に発見することができる
程度の明るさであったとは認められ
ない

↓ (考慮)
◎ 自転車で事故現場付近の側講を通
行すれば、蓋が存在しない側溝部分
に転落する危険

◎ 事故現場の側搬が無蓋のままであ
ることを放置し、何らの転落防止の
ための措置をしていなかったから、
管理の瑕疵がある。

◎ 事故現場の側溝に蓋がなく、また、
転落防止措置を講じていなかったこ
とは、 何ら瑕疵にあたるものではな

し、。

◎ 事故現場の側溝に蓋が存在しなか
ったことば、 その通常有すべき安全

性を欠いていたといわざるを得ない。
◎ 前記側溝には管理の瑕疵がある

争点
2

･ 原告は、自然に事故現場の側溝を
通行したにすぎない。

･ 原告が歩道や側溝を通行したこと
は、 なんら歩行者の通行を妨げるも
のではなく、 原告に過失はない。

･ 自転車で通行する者は、 通常、 側
溝の右蓋部分が続いていれば、 その
先も有薇と考えるのが普通

･ 事故現場付近は、夜間で暗く、原
告は、 無蘂部分があるとは予測して
いないから、 事前に無畿部分を発見
することは、 困難

･ 事故現場のように電柱とフェンス
にはさまれた側溝であっても、 自転

車や歩行者が通行することを予測し
て、 転落防止等の措置をとるのが道

路管理者の基本的義務

･ 原告の走行は、道路交通法に違反
･ 原告は、 常識的には考えられない

側溝上のわずかな隙間をすり抜けよ
うとした

･ 側溝に蓋がないことを確認するこ
とは比較的容易であった

･ 側溝を通行するに当たり、 叢の有
無を注視し運行上の安全を確認しな
がら通行すべきであるのにこれを怠

った

･ 事故現場付近には、 車道のほか幅

員約2.26 m の歩道があり、 この歩道

は、自転車で通行するに十分な幅員
がある

･ 自転車で歩道を通行する場合、通
常この歩道部分を通行し、 歩道に接

する側濶部分を通行しない
･ 事故当時、原告がこの歩道を自転
車で遊行するに何ら支障はなかった

･ 事故現場は、 電柱とフェンスに挟
まれた約83cmの間隔しかない

･ 側溝上を通行する必要性は乏しい
･ 原告が側疣上を通行したことが事
故の発生に寄与している

◎ 被告の過失相殺の主張は、理由が
ない。

◎ これらを総合的に判断すれば、少
なくとも9割の過失相殺をすべき

◎ 原告が側溝上を自転車で通行した
ことは、過失相殺をすべき事由に該
当するというべきである。

◎ 瑕疵の内容等と原告の過失を比較
すると、原告の損害額から4割を控
除するのが相当
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